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日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会
に
対
す
る
文
部
科
学
省
の
指
導
監
督
並
び
に
一
連
の
不
祥
事
に
係
る
同
協
会
の
説
明

等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
二
二
三
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

財
団
法
人
日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会
（
以
下
、
「
漢
検
協
会
」
と
い
う
。
）
が
漢
字
能
力
検
定
試
験
を
通
じ
て
多
額
の
利

益
を
上
げ
て
い
る
と
し
、
本
年
二
月
九
日
、
文
部
科
学
省
は
「
漢
検
協
会
」
に
立
ち
入
り
検
査
を
実
施
し
た
。
「
漢
検
協

会
」
に
つ
い
て
は
、
各
種
報
道
に
よ
り
、
利
益
の
一
部
が
大
久
保
昇
理
事
長
一
族
の
墓
と
同
一
区
画
に
あ
る
「
漢
検
協
会
」

の
供
養
塔
の
建
設
に
充
て
ら
れ
る
等
、
「
漢
検
協
会
」
の
活
動
と
関
係
が
な
く
、
公
益
性
も
な
い
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
右
に
つ
い
て
文
科
省
は
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
「
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
財
団
法
人
日
本
漢
字

能
力
検
定
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
本
年
二
月
九
日
に
実
施
し
た
実
地
検
査
等
を
踏
ま
え
、
同
年
三
月

十
日
付
け
で
協
会
に
通
知
を
発
出
し
、
公
益
事
業
に
お
け
る
利
益
の
削
減
等
、
協
会
の
理
事
が
役
員
で
あ
る
企
業
と
協
会
と

の
取
引
の
在
り
方
、
漢
字
資
料
館
用
の
土
地
建
物
の
使
用
の
在
り
方
、
供
養
塔
に
係
る
支
出
の
弁
償
等
及
び
役
員
・
評
議
員

の
在
り
方
に
つ
い
て
、
改
善
を
図
る
よ
う
指
導
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
右
答
弁
に
あ
る
、
文
科
省

に
よ
る
「
漢
検
協
会
」
へ
の
指
導
は
、
本
年
四
月
八
日
現
在
、
何
ら
か
の
実
効
的
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
。
文
科
省

一



の
見
解
如
何
。

二

現
在
「
漢
検
協
会
」
が
行
っ
て
い
る
漢
字
能
力
検
定
試
験
の
検
定
料
は
級
ご
と
に
い
く
ら
か
、
文
科
省
と
し
て
把
握
し
て

い
る
か
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
で
文
科
省
は
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財

団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第

九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
特
例
民
法
法
人
の
業
務
の
監
督
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
、
『
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
』
（
平
成
八
年
九
月
二
十
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
対
価
を
伴

う
公
益
事
業
に
つ
い
て
は
、
対
価
の
引
下
げ
、
対
象
の
拡
大
等
に
よ
り
収
入
、
支
出
の
均
衡
を
図
り
、
当
該
法
人
の
健
全
な

運
営
に
必
要
な
額
以
上
の
利
益
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
文
科
省
と
し
て
、

一
の
答
弁
に
あ
る
指
導
を
行
っ
て
い
る
今
、
二
の
級
ご
と
の
検
定
料
を
ど
れ
く
ら
い
に
ま
で
値
下
げ
す
る
こ
と
で
、
公
益
法

人
で
あ
る
「
漢
検
協
会
」
が
健
全
な
運
営
を
行
う
上
で
必
要
な
額
以
上
の
利
益
を
生
じ
な
い
様
に
し
、
「
漢
検
協
会
」
の
利

益
と
し
て
適
切
な
水
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
様
に
な
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。
文
科
省
の
見
解
如
何
。

四

本
年
四
月
七
日
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
「
漢
検
協
会
」
は
検
定
料
を
引
き
下
げ
な
い
ま
ま
、
六
月
に
行
う
今
年
度
第
一

二



回
漢
字
能
力
検
定
試
験
の
受
験
者
を
募
集
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
旨
報
じ
て
い
る
が
、
右
に
つ
い
て
文
科
省
は

事
実
関
係
を
把
握
し
て
い
る
か
。

五

四
の
「
漢
検
協
会
」
の
行
状
は
、
文
科
省
に
よ
る
指
導
が
不
十
分
で
あ
る
か
、
ま
た
は
何
ら
実
効
的
な
効
果
が
な
い
こ
と

を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
文
科
省
の
見
解
如
何
。

六

前
回
質
問
主
意
書
で
、
大
久
保
理
事
長
が
評
議
員
会
に
お
い
て
「
謝
り
た
く
な
い
の
で
会
見
は
し
な
い
」
旨
の
発
言
を
し

た
こ
と
に
触
れ
、
今
回
の
一
連
の
不
祥
事
に
つ
き
、
大
久
保
理
事
長
は
じ
め
「
漢
検
協
会
」
は
、
自
ら
き
ち
ん
と
し
た
説
明

責
任
を
果
た
し
て
い
る
と
文
科
省
は
認
識
し
て
い
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
文
部
科
学
省
と
し
て

は
、
御
指
摘
の
不
祥
事
に
つ
い
て
、
協
会
の
理
事
長
等
に
対
し
て
、
説
明
責
任
を
果
た
す
よ
う
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
年
四
月
八
日
ま
で
に
、
大
久
保
理
事
長
は
じ
め
「
漢
検
協
会
」
は
、
今
回
の
一
連

の
不
祥
事
に
つ
き
、
何
ら
か
の
形
で
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い
る
と
文
科
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。

七

「
前
回
答
弁
書
」
で
文
科
省
は
「
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
本
年
三
月
十
日
付
け
で
協
会
に
発
出
し
た
通
知
を
受
け
て
協

会
と
し
て
十
分
な
改
善
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
必
要
な
改
善
命
令
を
発
出
し
、
当
該
改
善
命
令
に
よ
っ
て
も
な
お
十
分

な
改
善
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
協
会
に
対
す
る
解
散
命
令
を
発
出
す
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
厳
正
に
対
処
し
て

三



ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
四
の
行
状
を
受
け
、
文
科
省
と
し
て
「
漢
検
協
会
」
に
対
し
、
ど

の
様
な
厳
し
い
対
応
を
と
る
考
え
で
い
る
か
。

八

「
前
回
答
弁
書
」
で
文
科
省
は
「
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
報
酬
額
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
が
、
先
の
答

弁
書
（
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
一
五
〇
号
及
び
平
成
二
十
一
年
三
月
十
七
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
一

九
五
号
）
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
当
事
者
の
契
約
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
協
会
及
び
森
清
範
氏
が
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い

る
。
文
科
省
が
一
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
漢
検
協
会
」
が
四
の
行
状
を
行
い
、
多
額
の
利
益
を
出
し

て
い
る
現
状
を
改
善
し
よ
う
と
し
な
い
今
、
「
漢
検
協
会
」
が
そ
の
年
一
年
の
世
相
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
漢
字
一
字
を
日
本
全

国
よ
り
公
募
し
、
そ
の
中
で
最
も
応
募
数
の
多
か
っ
た
漢
字
一
字
を
そ
の
年
の
世
相
を
表
す
漢
字
と
し
て
選
定
し
、
京
都
府

京
都
市
東
山
区
の
清
水
寺
の
森
清
範
貫
主
の
毛
筆
に
よ
っ
て
毎
年
十
二
月
十
二
日
の
「
漢
字
の
日
」
に
発
表
し
、
そ
の
揮
毫

を
一
九
九
五
年
以
来
、
一
貫
し
て
森
貫
主
に
依
頼
し
、
報
酬
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
を
含
め
、
「
漢
検
協
会
」
に
お
け
る
収

支
状
況
を
一
度
全
て
国
民
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
文
科
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


